
精神保健福祉法改正による第１条目的規定の追記（赤色部分）

（この法律の目的）
第１条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、精神
障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まって
その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進の
ために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神
的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の
増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

法改正後の第１条

※ 令和４年の法改正により、精神保健福祉法（正式名称は「精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律」の法目的として、精神障害者の権利擁護を図ること
が明確化された。（令和５年４月１日施行）
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令和６年４月から

 医療保護入院の入院期間は、医療保護入院から６ヶ月を経過するまでは３ヶ月以内とし、６ヶ月を
経過した後は６ヶ月以内とする。

 入院期間については、以下の要件を満たす場合は、入院の期間を更新できる。
・ 指定医診察の結果、医療保護入院が必要であって、任意入院が行われる状態にないと判定され
ること
・ 退院支援委員会において対象患者の退院措置について審議されること
・ 家族等に必要な事項を通知した上で、家族等の同意があること（家族等がない場合等は、市町村⾧による同意）
※ 家族等と定期的に連絡が取れている場合など一定の要件を満たした場合には、「みなし同意」を行うことも可能。

 入院期間を更新した場合は、更新届を都道府県等に提出（医療保護入院の定期病状報告は廃止）

県 市＝ 都道府県及び指定都市 ＝ 市町村

医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き（法第３３条）

○ 様式19「医療保護入院者の定期病状報告書」に代わるものとして「医療保護入院者の入院期間更新届」
を新たに作成。

○ その他、家族等同意や市町村⾧同意に関する既存通知を修正し、今後、詳細をお示しする予定。

参 考
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令和６年４月から（続き）

家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合の取扱い

 入院時又は入院期間の更新における家族等の同意について、家族等の全員が同意・不同意の意思
表示を行わない場合（家族等がその旨を明示していることが必要）についても、市町村⾧同意の
依頼をすることができる（法第３３条第２項）。

市

入院者訪問支援事業（法第３５条の２）

 都道府県及び指定都市は、市町村⾧同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じて、傾
聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員による支援を行う事業を実施できる。

 都道府県及び指定都市が、訪問支援員を選任、研修等を実施。
※ 法定事業に向けて令和５年度から予算事業・訪問支援員等の研修を開始。
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令和６年４月から（続き）

地域生活への移行を促進するための措置

 措置入院者についても、退院後生活環境相談員を選任することを義務化（法第２９条の６）
 地域援助事業者（※）の紹介（現行努力義務）を義務化するとともに、措置入院者にも適用
（法第２９条の７（法第３３条の４で準用する場合を含む））

※ 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が地域
生活に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業者や、事業の利用に向けた相談援助を行う者（共同生活援助、訪問介護事
業者等）。市町村は、精神障害者や医療機関から紹介の問い合わせがあれば、必要に応じて調整等を行うこと。

市

措置入院時の入院必要性に係る審査（法第３８条の３）
 措置入院時にも精神医療審査会において入院必要性に係る審査が必要。

○ 措置入院時に都道府県から精神医療審査会に提出する資料として、「措置入院決定報告書」を新たに作成。
参 考
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 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか、
保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に課題を抱える者も対象となる。

相談及び援助（法第４７条第５項）

自治体の相談支援の対象の見直し（法第４６条）

 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る
精神保健に課題を抱える者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じるとともに、必要な情
報の提供、助言その他の援助を行うことができる。

県 市

令和６年４月から（続き）

●法改正により、市町村が行う精神障害者やその家族等に対する「指導」は、「援助」に規定を変更。
（例）第46条第３項
【現行】市町村（保健所を設置する市を除く。次項において同じ。）は、（略）精神障害者の福祉に関し、精神障

害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。

【改正後】市町村（保健所を設置する市を除く。次項において同じ。）は、（略）精神障害者の福祉に関し、精神
障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言そ
の他の援助を行わなければならない。

留意点

県 市
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参 考

詳細については、今後、通知等でお示ししていく予定です。今後の情報にご注意ください。

●精神障害者や精神保健に課題を抱える者への相談支援については、（指定都市・保健所設置市以
外の）市町村においては、精神保健福祉法上の「努力義務」となっており、法的には現時点で義務
づけられてはいないものの、福祉・母子保健・介護等の分野と精神保健分野の複合的な支援ニーズ
がみられる中で、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」等にお
いて、市町村における実施の重要性が指摘されている。

●このため、今後関係省令や、精神保健福祉業務運営要領（通知等）において、精神保健に関する
相談支援に関し、市町村が実施する内容について、具体化・明確化を図っていくことを検討中。

市町村への支援に関する都道府県の責務（法第４８条の３条）

 都道府県は、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、市町村への必要な援助を行うよう努
めなければならない。

令和６年４月から（続き）

県 市
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